
　身体に重度の障がいがある方の日
常生活の利便を図るため、タクシー
料金の一部を助成します。
● 内容＝利用券１枚につき、タクシー

などの小型車利用料金（上限560
円）を助成します。ただし利用券の
使用は１回乗車につき１枚です。

● 交付枚数＝１人につき年度あたり
２4枚を交付

※ 上半期（４月～９月分）を期間内
に1２枚、下半期（1０月～翌年３月
分）を期間内に1２枚交付

● 対象者＝身体障害者手帳１、２級
所持者

１級… 視覚、肢体、体幹、内部障害
のもの

２級… 下肢、体幹機能障害のもの
※ 詳細についてはお問い合わせください。

　障害者手帳所持者に対し、串間温
泉いこいの里を利用する際に使用で
きる、利用者カードを交付します。
● 対象者＝身体障害者手帳・療育手

身体障害者タクシー
利用料金等助成

串間温泉いこいの里
利用助成

帳・精神障害者保健福祉手帳をお
持ちの方

● 助成額＝１人１回につき250円を助成。
ただし、１人につき年２4回を限度

　身体障がい者に対して、自動車運
転免許の取得および自動車の改造に
要する費用の一部を助成します。
● 内容
・自動車運転免許取得
　自動車運転免許取得に直接要した
費用の３分の２以内を助成します

（上限額は1０万円）。
・自動車改造
　自動車の改造に直接要した費用を
助成します（上限額は1０万円）。
● 対象者
【自動車運転免許取得】
⑴ 　身体障害者手帳１級から３級ま

での等級に該当する者
⑵ 　身体障害者手帳４級以下の者で、

道路交通法第91条の規定によって
定められている者

⑶ 　⑴⑵に該当する施設入所者で当
該施設長の許可を受け、かつ、自
動車運転免許取得が必要であると

身体障害者自動車運転免許
取得・改造助成事業

判断された者
【自動車改造】
⑴ 　身体障害者手帳１級から４級ま

での等級に該当する者
⑵ 　自動車免許を取得しており、道

路交通法第91条の規定によって規
定された者

⑶ 　その者が属する世帯が特別障害
者手当で用いる所得制限の限度額
を超えない世帯である者

※ 詳細についてはお問い合わせください。

　児童発達支援等利用者負担額の無
償化は、国の制度では、満３歳になっ
て初めての４月１日から３年間が無償
化の対象となっていますが、串間市に
おいては、児童発達支援などを利用す
る子どもにおいて、満３歳からの利用
者負担額を無償化の対象とします。
● 対象サービス＝児童発達支援・保

育所等訪問支援
● 対象児＝串間市に住所を有し、串

間市の発行する障害児通所支援受
給者証の交付を受けた満３歳を迎
える児童

※ 詳細についてはお問い合わせください。

　身体障害者手帳の交付対象とならな
い軽度・中等度の難聴児に対して、補聴

児童発達支援等
利用者負担額助成

軽度・中等度難聴児
補聴器購入費等助成

　�福祉事務所自立支援係☎ 72 ‐ 1123（内線 502、503、504）問

障がい者（児）への補助制度をご活用ください
～障がい者（児）を支援するための各種制度などをご紹介します～

器の購入費用などの一部を助成します。
● 対象経費＝補聴器の購入、修理費
● 助成額＝原則として基準額の３分の２
※ 助成対象条件などの詳細について

はお問い合わせください。

　障がい者（児）の日常生活を支える
さまざまなサービスを利用できます。
● 居宅介護（ホームヘルプ）、短期

入所（ショートステイ）、生活介護、
就労継続支援、共同生活援助（グ
ループホーム）、施設入所支援など

● 放課後等デイサービス、児童発達
支援、保育所等訪問支援など

● 補装具、日常生活用具、自立支援
医療、（新）高額障害福祉サービス
等給付費など

※ 詳細についてはお問い合わせください。

　身体、知的、精神のいずれかに中
等度以上の障がいがある２０歳未満の
児童を養育している父母、または養
育者に支給されます。障がいの程度
は原則として医師の診断書により判
定されますが、障害者手帳の障がい
部位・程度により診断書の提出が省
略できる場合があります。
● 支給要件=対象児童が一定の障が

い状態にあること（診断書などに

障がい者（児）福祉サービス
（自立支援給付）

特別児童扶養手当

より県が認定します）。対象児童
が２０歳未満であること。児童が施
設などに入所していないこと。支
給を受けようとする父母、養育者
の前年所得が基準額以内であるこ
となどがあります。

● 手当額�
１級（重度）月額5万5,350円 
２級（中等度）月額3万6,860円

※ 手当額は毎年改定されます。申請
に関する詳細についてはお問い合
わせください。

　在宅の身体、知的、精神に著しく
障がいのある方に対し、一定の手当
を支給します。
● 支給対象者=２０歳以上であって、

著しく重度の障がいがあるため、
日常生活において常時特別の介護
を必要とする在宅の障がい者。

● 手当額=月額2万8,840円
※ 手当額は毎年改定されます。申請

に関する詳細についてはお問い合
わせください。

● 支給要件=２０歳未満であって、重
度の障がいの状態にあり、日常生
活において常時介護を必要とする
在宅の障がい児。

特別障害者手当

障害児福祉手当

● 手当額=月額1万5,690円
※ 手当額は毎年改定されます。申請

に関する詳細についてはお問い合
わせください。

　障がいのある方や高齢の方、妊産
婦など歩行が困難と認められる方に
対して、「おもいやり駐車場利用証」
を交付しています。この利用証を利
用し、提携した商業施設、病院、銀
行、官公庁などの公共的施設で優先
して駐車することができます。
※ 手帳の等級や介護保険の要介護度な

どの交付基準がありますので、詳細
についてはお問い合わせください。

　内部障がいや難病の方など、外見
から分からなくても援助や配慮を必
要としている方に対して、ヘルプ
マーク、ヘルプカードを交付します。
※ ヘルプマークの申請には、原則とし

て各種障害者手帳や難病を証明す
る書類などが必要です。詳細につ
いてはお問い合わせください。

宮崎県おもいやり
駐車場制度

ヘルプマーク・
ヘルプカードの交付
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令
和
６
年
度
の
一
般
免
除
申
請

受
付
は
７
月
か
ら
で
す

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
と

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
が
未
納
の
状
態
で
、
万

が
一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態

が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
（
令
和
６
年
７
月
～
令
和
７

年
６
月
ま
で
）
の
免
除
の
受
付
は
７
月
１
日

か
ら
開
始
し
ま
す
。
免
除
申
請
は
原
則
と
し

て
毎
年
度
必
要
で
す
。
な
お
、
申
請
時
点
の

２
年
１
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が

で
き
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
お
手
続
き
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

一
部
免
除
を
受
け
た
と
き
は

残
り
の
保
険
料
の
納
付
を
忘
れ
ず
に
！

　

一
般
免
除
は
、
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主

の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
承

認
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
4
分
の
3
免
除
、
半
額
免
除
、

4
分
の
1
免
除
は
、
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
一

部
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
か
ら
一
部
免
除
と
い
い

ま
す
。
こ
の
一
部
免
除
を
受
け
た
保
険
料
の
残

り
の
保
険
料
、
つ
ま
り
免
除
を
受
け
て
い
な
い

保
険
料
は
、
必
ず
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

免
除
が
承
認
さ
れ
て
も
、
納
付
さ
れ
な
い

と
保
険
料
未
納
期
間
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

くしまにあ
読者のページ

　自宅の日本庭園にあるツツジやサツキなどが咲き誇って

います。20年ほど前に趣味で自分たちで庭園を造り、昨

年から花を咲かせています。朝起きてまずカーテンを開け

て見たり、庭の椅子に座ってコーヒーなどの飲み物を飲み

ながらまったり見たりしていつも元気をもらっています。

これからも２人元気に花を育てていきたいです。（5/24）

大束地区在住（徳山）
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